
 
・7/2（水）…委員会活動            ・9/1(月) …２学期始業式 
・7/9（水) …代表委員会                   ・9/2(火) …給食開始、4時間授業 
・7/14(月)～16(水)…短縮Ａ校時    
・7/17(木) …給食終了 13:10下校 
・7/18(金)…終業式  学校安全の日 
・7/22(月）～25(金)…個人懇談会 
・8/6（水）…出校日、下校11:30 
・8/26(火) …出校日、下校11:30 

(※現時点です。変更することがあります。) 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
日 曜 行事予定 日 曜 行事予定 

1 日  16 月 眼科検診         プール2-1,2-3,6年,4年 

2 月  17 火 プール1,5年 

3 火 耳鼻科検診 18 水 
家庭学習振り返り週間チャレンジ 

                   プール3年,2-1,2-2,6年 

4 水 
委員会活動 

19 木 眼科検診 

5 木 

５年生県学力検査 
プール開き(6,2,3年) 
耳鼻科検診  尿検査２次 

20 金 学校安全の日 ３年生ＡＬＴ 

6 金 プール開き(5,1,4年) 21 土  

7 土  22 日  

8 日  23 月 
ジョイントウィークの取組(27日まで) 
４年ＡＬＴ 

9 月 

５年児童対象全国体力・運動能力運動習慣等調査 
６年オンライン英会話   プール1,3年 
家庭学習振り返り週間(13日まで) 

24 火 小中合同避難訓練(不審者対応) 

10 火 
６年性暴力対策講座   

プール2-1,2-2,4年,5年 
25 水 

クラブ活動 

６年オンライン英会話 

11 水 
４年生社会科見学         プール1,6年 
６年オンライン英会話    

26 木 プール1年,2-2,2-3 

12 木 代表委員会          プール5年,2-2,2-3 27 金 
５年オンライン英会話 
                        プール5,3,4年 

13 金 

歯科検診 尿検査予備日 
１・４年生交通安全教室 
５年オンライン英会話 
                       プール3,6,4年 

28 土 

 

14 土  29 日  

15 日  30 月 
６年オンライン英会話 

プール4年,2-1,2-3,6年 

 

 

 

 

 

 

            

令和７年５月３０日 第３号      校長 合田 賢治 
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学校だより 
小中一貫校飯塚鎮西校 小学部 

Ingenuity and Innovation 

 日頃より本校教育にご理解とご協力いただき、誠にありがとうございます。 

さて、児童生徒の登下校や帰宅後の生活に関することは、学校保健安全法で定められています。学校

保健安全法第27条・第30条で、学校や教師の果たす役割について以下のように示されています。 

〇 第二十七条「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安

全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職

員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならな

い。」 

〇 第三十条「学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、児童生徒等の保護者との連携を

図るとともに、当該学校が所在する地域の実情に応じて、当該地域を管轄する警察署その他の関係機

関、地域の安全を確保するための活動を行う団体その他の関係団体、当該地域の住民その他の関係者

との連携を図るよう努めるものとする。」 

 

 登下校の際の交通安全のルールを教えること、警察や保護者・地域の皆さんと連携をすることが学校

の役割ですが、実際に登下校の安全を確保するのは保護者の皆さんの役割とされています。 

しかし、児童の安全確保や事後の円滑な学級運営を考え、学校外のことであっても、児童間の人間関

係など学校生活に関係すると思われることについては、これまでも積極的に関わってまいりました。特

に、児童のいじめについては、学校内外問わず学校の人間関係に端を発していることが多いため、丁寧

に児童からの聞き取りを行い、解決できるように取り組んできました。 

保護者の皆さんの中には、登下校中や帰宅後の児童間のトラブルについても学校管理下であるため勤

務時間外であろうとも学校が責任をもって解決すべきととらえられている方も多くいらっしゃいます。

学校は、学校外のことだからといって、これまでも決して保護者の皆さんからの情報やご相談を無下に

お断りするようなことはいたしておりませんが、学校だけでできることには限界がありますし、常に速

やかな解決ができるわけではないということもご理解いただきたいと思います。 

明らかに学校での人間関係が原因であるいじめ事案を除き、帰宅後や休日等に起こった学校外トラブ

ルの解決は基本的には保護者の皆さんの責任で対処していただくのが本筋であると考えます。もちろん

学校も可能な限り解決に向けてのご協力はいたしますし、連携して取組を進めてまいります。 

また、児童のすみやかな安全確保を第一に考え、不審者対応はまず警察（１１０番）に通報をお願い

します。いち早く警察が捜査に動き、警戒情報が共有されるためには、警察に通報していただくのが一

番早いことになります。その他にも、地域の方から「転んでケガした子がいる」といったご連絡をいた

だくことがよくあります。事情が不明な時には、緊急で教職員が現地に向かっています。ただし、いつ

も学校が機動的に対処できるとは限らないことに加え、大ケガや重症の場合は、発見後すぐに救急や警

察への通報が必要な時もあります。児童の安全確保を第一に考えますと、緊急時の発見者におかれては、

近隣の保護者や地域住民の方などとともに、素早い対処をお願いできたらと思います。 

以上、学校と保護者の皆さんと地域の皆さんがお互いの持ち場を守ってしっかり連携することで子ど

もたちの健全な育成が行えますので、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。 

6月の主な行事について  (※現時点です。変更することがあります。) 

 

 

 

 

   


